
船着場及び係留施設
（リムジンボート、クルーザー用）

水辺沿いの遊歩道

を散策するボードデッキ

マルシェの屋台 /

キッチンカー

眺望の良い多目的広場

臨海部エリアを結ぶ

定期船

大阪ベイエリアを楽しむ
遊覧船

イベントも楽しめる

円形ステージ
ゆったりとくつろげる

テラススペース

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

（USJ）

桜島桟橋

桜島駅

Ⅵ．事業の基本計画案 （配置イメージ例）

水上飛行機や

次世代モビリティ

の水上発着拠点
（今後の状況により検討）

回遊性を高める緑地と桜島北公園を結ぶ

歩行者専用デッキの整備（構想）

バーベキュー場

船上食事施設

船上食事施設

水上ステージ、

商業施設等

出典：大阪水上バス㈱HP

堤防天端上の店舗等

（カフェ等の飲食、物販店舗など）

マリンスポーツ利用
張出式の川床

飲食スぺース利用
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出典：㈱キャプテンラインHP



Ⅵ．事業の基本計画案（イメージパース）
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Ⅶ．今後の事業の進め方 【公募の考え方（案）】
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定を受けた上で、事業としての
「水辺遊歩空間賑わいづくり」及び「舟運等のネットワーク拠点賑わいづくり」については、
公募内容の検討、時機の考慮などを踏まえ、段階的に事業者公募を実施する。
先ずは、本エリアの地先の賑わいづくりについて、事業者公募の準備を進める。

（第一段階）令和４年６月公募予定
「（仮称）水辺遊歩空間賑わいづくり事業」

（第二段階）大阪・関西万博、ＩＲを見据えて公募予定
「（仮称）舟運ネットワーク拠点賑わいづくり事業」

今後

先行

募集要項（素案）の概要
【事業提案を求める内容】
●立地特性を最大限に活かし、来訪者が快適に過ごし、安心して利用できるよう空間形成の工夫や水辺の情景、
賑わい創出など、事業者の柔軟かつ優れたアイデア・企画力により、次の事業を一体的に実施する実現性の高い
提案を求める。
⑴水都大阪をリードするシンボル的な水辺空間創出事業 １）ハード事業 ２）ソフト事業
⑵地域に根ざしたまちづくり活動との連携形成事業
⑶維持管理・運営事業

【事業期間】
●本事業開業日から最長20年

【公募スケジュール】

●申込開始 R４年６月 ●応募締切・審査 R４年８月 ●事業者選定 R４年９月

なお、次世代モビリティの事業取組等については、大阪・関西万博に向けた国、大阪府
（ラウンドテーブル）の動きや民間開発等の状況に応じ、今後協議会で検討・調整予定



年度 2021 2022 2023 2024 2025 ・・・・・・・2030

イベント

（仮称）
水辺遊歩空間賑わいづくり事業

●シンボル水辺空間創出
（ハード、ソフト）
・公共空間整備
・賑わい施設（収益施設）整備

●まちづくり活動連携形成
●維持管理、運営

（仮称）
舟運ネットワーク拠点賑いづくり
事業（見込み）

Ⅶ．今後の事業の進め方【全体スケジュール概要】
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協議会設立/事業者選定

整備工事

占用協議

事業者決定
●

●占用許可

都市・地域再生等
利用区域の指定

●

設計

●施設オープン

公募
●

大阪・関西万博 ＩＲ

事業者公募

運 営

●施設オープン（既設施設利用も含む）

提供：2025年日本国際博覧会協会

運 営

（先行オープン）

次世代モビリティの事業取組等に
ついては、今後の状況に応じ検討



協議会設立後の河川占用許可までの手続きスケジュール（予定）
協議会設置 R5.春

整備工事着工
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Ⅶ．今後の事業の進め方 【（仮称）水辺遊歩空間賑わいづくり事業】

報告

第１回 審査部会
・部会運営規則承認
・公募の考え方検討

R3.12/15

第３回 審査部会
・審査、選定

R4.9
第２回 審査部会
・選定方法決定
（募集要項、選定基準）

R4.4

都
市
・
地
域
再
生
等

利
用
区
域
の
指
定

R4.2

第
３
回

協
議
会

●
事
業
者
選
定
方
法
の
承
認

(

事
業
計
画
、
事
業
者
な
ど
）

〇
賑
わ
い
審
答
申
の
報
告

R4.5
都整Ｃ

申請↓↑許可
府知事

（河川管理者）

河
川
占
用
申
請

占

用

許

可

R5.春

事業者（使用者）
選定

公募開始 R4.6
選定審査 R4.9

（公募期間 約３ケ月と仮定）

事業者
の報告

河
川
・
港
湾
協
議

第
４
回

協
議
会

●
事
業
者
選
定
結
果
の
承
認

(
事
業
計
画
、
事
業
者
な
ど
）

〇
今
後
の
手
続
き
の
説
明

R4.9

都
市
・地
域
再
生
等
利
用

区
域
指
定
要
望
書
の
提
出

大阪市長
要望↓
府知事

（河川管理者）

R4.1

第
１
回

協
議
会

〔
設
立
〕

●
協
議
会
規
約
等
の
承
認

●
占
用
主
体
及
び
公
募
主
体
な
ど
の
決
定

●
審
査
部
会
設
置
規
約
の
承
認

〇
水
辺
賑
わ
い
づ
く
り
構
想
素
案
の
説
明

R3.12/1

第
２
回

協
議
会

●
水
辺
賑
わ
い
づ
く
り
構
想
案
の
承
認

(

賑
わ
い
審
資
料
案
）

〇
要
望
書
案
の
報
告

○
部
会
の
報
告

R3.12/24

使
用
契
約

締
結

R5.春

R4.1
諮問

答申予定
（区域指定妥当）

河川水辺の賑わいづくり審議会

河川管理者（大阪府）

（護岸の安全性確認）

R3.10/6
諮問

河川構造物等審議会

12/22 答申
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▽スーパー堤防計画高 OP＋6.60m

▽想定津波高 OP＋4.29m

▽護岸天端高 OP＋3.00m
▽ H.W.L.     OP＋2.38

▽計画河床高 OP－4.00

▽計画高潮位 OP＋5.20m

臨港緑地 民有地

河川保全区域河川区域

高水敷

安治川

此花西部臨港緑地の計画標準断面図

Ⅷ．エリアの安全対策

管
理
用
通
路

旧高潮堤防

耐震対策護岸
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●高潮、高波、津波時の大阪市の避難情報やハザードマップを踏まえ、「避難行動計画」を
作成し、情報や避難行動が正確に伝達できるように対策を実施する。

●避難ルートへの「案内板」などの設置や、避難訓練、防災教育等に取り組む。

体制確立の判断時期 活動内容

警戒
体制

「警戒レベル３」に該当する場合
◇大阪市から「高齢者等避難」が発令
（高潮注意報（警報に切り替える可能性が高いもの）相当）

・高潮に対する情報収集
・飲食店等の営業停止準備
・施設利用者への注意喚起

非常
体制

「警戒レベル４」に該当する場合
◇大阪市から「避難指示」以上が発令
（高潮警報もしくは高潮特別警報相当）

・飲食店等の営業停止
・施設利用者の避難誘導

【
高
潮
時
の
対
応
】

体制確立の判断時期 活動内容

警戒
体制

◇大阪市から「注意喚起」が発令
（津波注意報相当）

・津波に対する情報収集
・飲食店等の営業停止準備
・施設利用者への注意喚起

非常
体制

◇大阪市から「避難指示（緊急）」が発令
（津波警報、大津波警報）

・飲食店等の営業停止
・施設利用者の避難誘導

「津波避難場所」
桜島北公園

「災害時避難所」
島屋小学校

堤防天端部でも
0.5m未満の浸水予測

堤防天端部の浸水予測
無しだが階段状護岸を
遡上する可能性もある

防災スピーカー

Ⅷ．エリアの安全対策（命を守る「逃げる」対策の実施）

防災スピーカー

防災スピーカー

【
津
波
時
の
対
応
】

事業者公募時に安全対策の提案も求め、事業実施時に体制を構築


